
報第１５号 

 

専決事項の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年１１月１８日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

市設置防犯灯による物損事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報

告するものである。 



専第 ６ 号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

令和７年８月２７日に酒田市生石字十二ノ木地内で発生した市設置防犯灯によ

る物損事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年９月１９日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

被害者及び被害物件 事故発生場所 被 害 状 況 損害賠償金額 

○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ 

（土蔵） 

 

酒田市生石字十二

ノ木○○ 

瓦屋根の損傷 ３７，７４１円 

 

 



報第１６号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年１１月１８日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

東田川郡三川町大字横山字袖東地内において、公用車のドアを開けた際に隣接

の車両へ接触し損傷させた事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治

法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報

告するものである。 



専第 ７ 号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

  令和７年８月６日に東田川郡三川町大字横山字袖東地内で発生した公用車によ

る物損事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１０月１日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

被害者及び被害物件 事故発生場所 被 害 状 況 損害賠償金額 

○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ 

（車両） 

 

東田川郡三川町大 

字横山字袖東１９ 

－１ 山形県庄内 

総合支庁駐車場内 

右側後方ドア損

傷 

２３９，３６７円 

 



報第１７号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年１１月１８日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

酒田市浜田二丁目地内において、市道の草刈り作業中に生じた飛石が同市道

を走行中の車両に当たった事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自

治法第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告するものである。 



専第 ８ 号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

  令和７年９月３日に酒田市浜田二丁目地内の市道で発生した草刈り作業による物

損事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１０月８日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

被害者及び被害物件 事故発生場所 被 害 状 況 損害賠償金額 

○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ 

（車両） 

 

酒田市浜田二丁目 

９番８号地先 市 

道下安町一番町線 

リアサイドガ 

ラス破損 

３９，８７５円 

 

 



報第１８号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年１１月１８日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

公用車運転中の事故による損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０

条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告するもの

である。 



専第 ９ 号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

令和７年９月２日に酒田市曙町一丁目地内で発生した公用車運転中の事故に 

関する損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１０月２０日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

被害者及び被害物件 事故発生場所 被 害 状 況 損害賠償金額 

○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ 

（車両） 

 

酒田市曙町一丁目  

曙町交差点 県道 

３５２号線 

 

リアバンパー、バッ

クドア、バックパネ

ル、テールランプ損

傷 

４７０，８９３円 

 

 

 

 



報第１９号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年１１月１８日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

酒田市乗合バス運行中の事故による損害賠償の額の決定について、地方自治法

第１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告

するものである。 



専第１０号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

令和６年１２月１０日に酒田市中町二丁目地内で発生した酒田市乗合バス運行中

の事故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１０月２２日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

被害者及び被害物件 事故発生場所 被 害 状 況 損害賠償金額 

○○○○○○○○○ 

○ ○ ○ ○ 

（車両） 

 

酒田市中町二丁目

１番７号 南東側 

国道１１２号線 

 

右側フロント部分損

傷 

３４，７７５円 

 

 

 

 



報第２０号 

 

専決事項の報告について 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、損害

賠償の額の決定について別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

令和７年１１月１８日提出 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

スクールバス運行中の事故による損害賠償の額の決定について、地方自治法第

１８０条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

るものである。 



専第１１号 

 

損害賠償の額の決定について 

 

令和７年６月２日に酒田市落野目字広野地内で発生したスクールバス運行中の事

故に関する損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

令和７年１０月３１日専決 

 

 

酒田市長 矢 口 明 子 

 

 

被害者及び被害物件 事故発生場所 被 害 状 況 損害賠償金額 

○○○○○○○○○ 

  ○ ○ ○ ○ 

（車両） 

酒田市落野目字

広野 国道７号

線 

 

側面右側ボディ、右

側サイドミラー損傷 

７２，５９３円 
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